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第６６回中小企業団体富山県大会を開催 
 

本会では、去る11月19日（水）、ホテルグランテラス富山（富山市）において、「つながる ひろ

げる 連携の架け橋」をキャッチフレーズに第66回中小企業団体富山県大会を開催しました。本大会に

は新田八朗富山県知事をはじめとする来賓及び会員など約140名が出席、表彰式及び大会決議案の審議

を行い21項目の大会決議と宣言を採択しました。 

 

大会は、廣瀬宏一本会会長の開会の挨拶に始

まり、新田八朗富山県知事、武田慎一県議会議長

の来賓祝辞があり、優良組合、組合功労者、優良

専従役職員の表彰を行いました。 

 その後、藤田淳一本会副会長を議長に選任し、

議事に入り、決議案の上程、野嵜博史富山県パ

ン・学校給食米飯協同組合理事長の意見発表が

あり、21 項目の大会決議と大会宣言を採択し、

決議実行委員の選任を行いました。 

 議事終了後、Fortis Intelligence Advisory

株式会社 代表取締役 稲村 悠 氏より、「中小企

業のためのリスクマネジメント～情報流出対策

について～」をテーマとした記念講演があり、そ

の後、記念パーティーを開催し全ての日程を終

えました。 

＜大会決 議 ＞ 

（総合） 

◊中小企業対策の拡充・強化 

◊価格転嫁対策の取り組み強化 

◊中小企業連携組織対策の強化 

◊電力供給・価格の安定及び省エネ・節電対策支援

の強化 

◊ＤＸ・ＧＸ推進支援施策の拡充・強化 

◊官公需対策の強化と地元中小企業者の受注機

会の拡大 

◊地場産業・伝統的工芸品産業の振興対策 

◊計画的な公共投資の推進 

◊後継者育成・事業承継対策 

◊地域の防災・減災対策の強化推進 

◊アメリカの関税措置への対策 

（金融） 

◊公的金融の支援強化 

◊経営者保証ガイドラインの周知徹底と個人保

証に過度に依存しない融資慣行の普及 

（税制） 

◊中小法人・中小企業組合に対する法人税率の引

下げ 

（労働） 

◊地域の実情を踏まえた最低賃金の設定 

◊中小企業・小規模事業者に配慮した社会保険制

度の構築 

◊人材確保・育成対策の推進 

◊外国人材の受け入れへの対応 

◊働き方改革実現に向けた中小企業への配慮 

（商業・サービス業） 

◊魅力あるまちづくりの推進 

◊商店街共同施設への助成 

 

＜表彰受彰の方々＞ （敬称略） 

□富山県知事表彰 



 

とやま中央会ＦＡＸ情報 №７１６                             2 

（優良組合） 

◊入善建設業協同組合 

◊黒部水道工事業協同組合 

◊射水エルピーガス事業協同組合 

◊富瀋国際事業協同組合 

（組合功労者） 

◊上野 宏芳  協同組合高岡問屋センター 

◊渋谷 武   富山県電気工事工業組合 

□富山県中小企業団体中央会会長表彰 

（優良組合） 

◊八尾乳業協同組合 

◊GTC協同組合 

◊伏木富山港港湾運送事業協同組合 

（組合功労者） 

◊川田 征利   富山県ニット工業組合 

◊島田 敏一    富山県情報ネットワーク事業協同組合 

◊島津 弘明   富山企業団地協同組合 

◊村西 更新   富山県両砺陸運事業協同組合 

（優良専従役職員） 

◊浦野 智香子  協同組合福岡金属工業団地 

◊松島 秀樹    富山県ホテル・旅館生活衛生同業組合 

 

◇ 富山県融資制度 

「災害対応資金」について 

 

富山県では、自然災害で被災した中小企業者

の方を対象とした融資制度を創設しました。「令

和7年8月5日から9月21日までの間の豪雨及

び暴風雨による災害」が激甚災害に指定された

ことを受け、被災中小企業者を本制度の融資対

象に適用します。（適用開始日：令和7年11月

14日） 

 

１．融資対象  

（１）激甚災害法または災害救助法の適用を受

けた災害 

（２）知事が認めた自然災害 

２．資金使途  

運転資金・設備資金 

※事業の再建・復旧に必要な経費 

３．融資限度額 １億円 

４．融資期間（うち措置期間） 

 10年以内（5年以内） 

５．融資利率  

年1.25％以内 

６．保証料率  

年0.35％～年1.05％（保証必須） 

７．償還方法 

 金融機関の方法による 

８．融資申込先 

運転資金の場合 取扱金融機関 

設備資金の場合 取扱金融機関を経由のうえ

県経営支援課 

９．お問い合わせ先 

富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課 

 ＴＥＬ．０７６－４４４－３２４８ 

 

◇ 県補正予算（案） 富山県経済の好循環加

速化パッケージについて 

 

富山県は知事記者会見において、令和 7 年度

11 月県補正予算（案）を発表しました。富山県

では、生産性を向上させ、賃上げ実現を図る中小

企業の取組みを支援するため、県融資制度「設備

投資促進資金」を拡充し、新たに「生産性向上・

賃上げ支援枠」を創設することとしましたので

お知らせします。 

なお、正式決定は、令和7年11月県議会議決

日（12月16日予定）後となります。 

 

１．「富山県経済の好循環加速化パッケージ」 

（1）県融資制度「生産性向上・賃上げ支援枠」

の創設 4億円 

生産性を高め、賃上げ実現を図る中小企

業・小規模事業者の取組みを後押しするた

め、現行の「設備投資促進資金」に「生産性

向上・賃上げ支援枠」を創設 

  ●融資対象  

デジタル技術を活用した設備導入によ

り、生産性または業務効率が 3％以上の
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向上を図り、かつ、融資実行後 1 年以内

に給与支給総額(月額)を前年同月比で

3％以上引き上げる計画がある中小企業・

小規模事業者 

  ●融資限度額 

設備資金 5,000 万円（うち設備投資に

伴う運転資金1,000万円） 

  ●融資期間 

設備資金10年以内（据置１年以内） 運 

転資金５年以内（据置１年以内） 

  ●金利 年1.25％以内 

  ●保証利率  

年0.35％～年1.05％ 

  ●取扱期間  

令和８年３月31日まで 

  ●新規融資枠 10億円 

 （2）専門家派遣による経営力強化集中支援事

業 728万円 

生産性向上や価格転嫁の実現などによ

る経営力強化に向け、中小企業・小規模

事業者が専門家から診断・助言を受ける

際の初回費用を無料化 

（3）価格転嫁サポート補助金 500万円 

価格転嫁による経営改善に向けて中小

企業・小規模事業者が取り組む課題解決

に要する費用を支援 

 （4）賃上げ応援事業 500万円 

賃上げに関する国等の支援制度を活用

するために必要な就業規則の整備等に取

り組む中小企業・小規模事業者を支援 

２．お問い合わせ先 

富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課 

ＴＥＬ．０７６－４４４－３２４８ 

◇ 「人材確保・活用」ランチタイムセミナー 

～シニア人材の自律的キャリア開発支援再  

考～開催のご案内 

 

富山県人材活躍推進センターでは、「人材確

保・ 活用」ランチタイムセミナーを開催します。 

昨今、社会構造やビジネス環境の変化、テクノロ

ジーの加速度的な進行は、多くの企業・組織に変

革を突き付けています。なかでも、人材の確保と

活用は喫緊の経営課題であり、特にシニア人材

のキャリア自律は重要性を増しておりますが、

多くの企業・組織では、その支援に手を焼いてお

り、うまく機能していないのが実情です。 

本セミナーでは、その要因と解決の方向性に

ついて本質から迫ります。参加費は無料。 

 

１．開催日時 

令和7年12月18日（木）12時～13時 

２．開催方法 Ｚｏｏｍによるオンライン配信 

３．内容 

（1）シニア人材のキャリア自律が必要とされ

る背景 

（2）シニア人材のキャリア自律に関わる現状 

（3）シニア人材のキャリア自律を促進するポ

イント 

４．講師  

佐藤 達実 氏（株式会社日本能率協会コ 

ンサルティング） 

５．定員 先着７０名 

６．申込み方法 

下記のフォームより、お申込みください。 

https://job-suishin.jp/news/14141/ 

７．申込締切 12月17日（水） 

ファーストバンクの各種ローンは 

スマホで簡単!Web 完結♪24 時間申込 OK!! 
 

詳しくは富山第一銀行のホームページをご確認ください 
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８．お問い合わせ先 

 富山県人材活躍推進センター 

富山県プロフェッショナル人材戦略本部 

  ＴＥＬ．０７６－４１１－９１５６ 

 

◇ ウェルビチャレンジキャンペーンキャンペ

ーンのお知らせ 

 

富山県では、県民の皆さんがウェルビーイン

グが高まるアクションに実際にチャレンジする

ことで、ウェルビーイングを身近に感じるとと

もに、意識や行動の変化につなげていただくキ

ャンペーンを開始いたします。ぜひ皆さん、ご参

加ください。 

 

１．概要 

（1）職場の3～10名チームで参加します。 

（2）5つの「チャレンジ」を選び、2週間で 

3つ以上の達成を目指してチームで取り組

みます。 

（3）チャレンジ開始から2週間経過後、フォ

ームから結果を報告します。 

【チャレンジの例】 

職場の人や取引先など周りの人に「ありがと

う」や「がんばって」を伝えよう 

1週間に3回以上、栄養バランスのよいラン

チを食べよう  

鏡やオンライン会議で自分の表情をチェック

しよう などです。 

２．実施期間 

 令和7年12月19日（金）迄 

３．申込み方法 

下記のＵＲＬより、お申込みください。 

https://www.pref.toyama.jp/101741/wellbeinng

ucharenge.html 

４．申込締切 12月5日（金） 

５．お問い合わせ先（企画・運営） 

株式会社北日本新聞社ビジネスメディアビジ

ネス局 

ＴＥＬ．０７６－４４５－３３２６ 

 

◇ 中小企業庁 賃上げ・最低賃金対応支援特

設サイトのご案内 

 

中小企業庁では、賃上げ必要額・収益分析の

ツールとヒント、相談窓口、補助金等の支援策

などをまとめた賃上げ最低賃金対応支援特設サ

イトを開設しています。同サイトでは、賃上げ

に必要な人件費の増加分をシミュレーションす

ることが可能です。 

 

１．入力内容（5項目） 

 （1）事業所がある都道府県 

   （都道府県ごとの最低賃金情報が表示） 

 （2）時給引上げ額 

 （3）勤務日数（週） 

 （4）勤務時間（時間） 

 （5）従業員数（人） 

２．サイト案内 

下記ＵＲＬよりご利用ください。 

https://mirasapo-plus.go.jp/chinage/
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